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ては食費相当分を減ずることなく支給するとともに宿泊料金の値上がり実態に合わせ引上げること。 

10．臨時的任用職員、非常勤特別嘱託員等、非常勤作業員など非常勤職員の給与を引上げること。 

(1) 臨時的任用教職員の初任給の上限を撤廃すること。 

特に、府立学校臨時講師と小中学校臨時講師の格差を是正するため、小学校・中学校教育職給料

表 1級の最高号給を引き上げるなど改善を図ること。 

また、相当の経験年数を有する臨時講師については、教育職給料表 2級を適用すること。 

(2) 「会計年度任用職員制度」の導入に係る協議を早急に行うこと。 

また、非常勤職員の基本となる給与を、当該非常勤職員の職務と類似する常勤職員の初任給の月

額を基本として決定すること。 

① 給与決定にあたっては、職務内容、在勤地域、職務経験等の要素を考慮すること。 

② 相当長期にわたって勤務する非常勤職員に、期末・勤勉手当に相当する給与を支給すること。 

 

Ⅲ 人事制度、人事評価制度に関すること 

11．2010年の「大阪府版給与制度改革」による「降格」により、昇給がないとされた者の志気高揚及び

技能労務職員に係る懸案課題等について速やかに解決を図るため、「総合的な人事制度」を構築する

こと。 

(1) 行政職給料表 2級及び 3級並びに技能労務職給料表 2級及び 3級の最高号給での滞留問題を解消

すること。 

(2) 技能労務職員の労働条件について速やかに解決を図ること。 

① 技能労務職給料表 3級の水準を他府県並みに引上げること。 

② 府立学校における行政職等への転任選考の実施について、適切に対応すること。 

(3) 学校事務職員、技能労務職員及び放射線技師等の少数職場・職種に係る労働条件の改善と、人材

育成及び志気高揚を図ること。 

 

【要望事項】 

１．一般行政職の 3類主査枠を拡大すること。 

２．技能労務職員の労働条件について以下の事項を行うこと。 

① 責任体制を明確化するため、主査枠の拡大を図ること。 

② 技能労務業務のあり方議論による職の確立を踏まえ、新規採用を含めた職員配置及び必

要な改善を行うこと。 

３．少数職場・職種に働く職員については、人材育成と志気高揚を図る観点から「組織・職制」

「任用」等に係る総合的な人事制度を確立すること。 

また、「技術職エントリー制度」については、その対象を課長補佐級配置まで拡大するこ

と。 

４．人事制度の整備の前提となる将来の組織や職制のあり方について検討結果を早急に提示す

ること。 

５．地方公務員法による「自動失職」に関する特例条項を設けること。特に、公務中の事故等

について無条件に「自動失職」が適用されることがないよう、分限条例を改正すること。 

６．任期付研究員及び一般職の任期付職員の採用等にあたっては、申し入れ事項及び任期付職

員採用法の趣旨を踏まえ対応すること。 

 

12．人事評価制度及び教職員の評価・育成システムに係る評価結果については、給与に反映しないこと。 

13．雇用と年金の確実な接続を図るため、再任用職員の給与の改善を図ること。特に、再任用職員の給

与格付けは「職務給の原則」及び「均衡の原則」を踏まえて対応すること。 

また、定年制の段階的延長を視野に入れた制度確立を行うこと。 

 

【要望事項】 

１．再任用職員が培ってきた多様な専門的知識や経験について、公務内で積極的に活用できる

制度運用を行い、これに向けた環境整備を行うこと。 

２．再任用の採用及び更新を希望する職員全員を雇用すること。 

３．「再任用制度の見直し」については、労働条件と密接に関わることから詳細な説明を行う

こと。 
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Ⅳ 時間外勤務の縮減、健康管理に関すること 

14．時間外勤務の縮減を図ること。 

(1) 「ゆとりの日｣等の定着・拡大と、取り組み内容の徹底を図ること。 

(2) 職員端末機へのログイン・ログアウトを把握すること等により、職員の勤務状況を徹底的に把握

すること。その上で、業務内容・分担の改善、人員配置や「上限規制」及び「過重労働による健康

障害防止のための産業医による保健指導実施要綱」の徹底、36協定及び労働基準法第 33条第 3項

の趣旨の徹底など、実効ある具体的な縮減策を講じること。 

(3) 2013年 3月の「教職員の業務負担軽減に関する報告書」及び中央教育審議会の緊急提言項目で示

された取組みを推進すること。 

また、教員の時間外勤務が増大している最大の要因は部活動指導であることが明らかである。単

独指導・引率ができる公務員身分を有する部活動指導員を中学校・高校に導入するなど、顧問教員

の負担軽減に努めること。 

 

【要望事項】 

2010年 6月よりスタートしている教職員の適正な労働時間の把握について、市町村教育委員

会への指導を徹底すること。 

また、土曜授業の実施にかかる勤務労働条件の変更は労使協議事項であることを各市町村に

周知すること。 

 

15．職・従業員の心身の健康の保持・増進と疾病予防のために、総合的な健康管理システムを構築し、

健康で働き続けられる条件整備を進めること。 

(1) 一般定期健康診断及び特別健康診断等の検診項目を充実すること。 

また、地共済・公立学校共済が実施する人間ドックの検診項目・受診枠の拡大や個人負担分の軽

減につながるよう必要な措置を行うこと。 

(2) 知事部局における「55セルフドック」の受診については、職務専念義務の免除による対応とする

こと。 

(3) メンタルヘルス対策については、「改正労働安全衛生法」に基づくストレスチェック体制の確立

をはじめ、集団分析に基づく職場環境改善や、「４つのケア」を継続的及び計画的に実施し、不調

予防対策を強化すること。その際、個人情報の保護については十分に配慮すること。 

また、既に策定した「大阪府職場復帰支援プログラム」、「府立学校職場復帰支援プログラム」に

基づく職場復帰支援策の検証を図ること。 

なお、「府立学校職場復帰支援プログラム」での支援職員の配置を拡充するなど労働条件の向上

を図ること。 

 

【要望事項】 

１．業務命令中の事故については公務災害を認定すること。 

２．メンタルヘルス対策についての市町村教育委員会における支援策の策定状況を明らかにす

ること。 

 

Ⅴ 休暇・休業制度、育児・介護制度等に関すること 

16．休暇・休業制度の充実を図ること。 

(1) 「配偶者同行休業制度」については、配偶者の離職防止とする制度創設の趣旨に鑑み、休業理由

及び対象者の拡大を図ること。 

(2) 年次有給休暇の年 14日以上の取得を促進すること。また、年次有給休暇の取得開始を 10月にす

ること。 

(3) 社会貢献、自己啓発、職業能力開発、授業参観など府政貢献等のための総合的休業制度を確立す

ること。 

(4) 改正がん対策基本法（2016年 12月）の趣旨をふまえ、がん患者に対する雇用の継続、就労の支

援など病気の治療と仕事の両立が図られるよう休暇・休職制度の改善を行うこと。 

(5) ドナー休暇に係る適用者範囲と対象臓器の拡大を図ること。 

 (6) 不妊治療に係る特別休暇を新設すること。 

(7) 非常勤職員の特別休暇、休業制度及び職免制度等を改善すること。特に、夏季休暇及び結婚休暇
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を付与すること。 

17．ワーク・ライフ・バランスの推進と、男女共同参画社会の実現をめざし、次世代育成支援対策推進

法の延長及び女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を踏まえ、次の事項を実現すること。 

(1) 育児時間の子の対象年齢の引上げと、時間及び期間の延長を行うこと。 

(2) 子の看護休暇の取得要件の拡大を行うこと。また、一定の要件を満たす場合は対象者の拡大を行

うこと。 

(3) 育児休業等の男性職員の取得促進に向けた対策を講じること。併せて、期間の全てを退職手当の

勤続年数に算入すること。 

(4) 介護のための休暇及び欠勤制度の充実と運用改善を行うこと。特に、要介護状態が続く場合の介

護休暇制度を改善すること。 

(5) 職員が安心して休暇等を取得することができるよう、確実な代替職員の配置など必要な措置を講

じること。 

また、現行の「産休代替三原則」を検討するなど代替職員配置基準を見直すこと。 

 (6) 教員に導入されている介護のための離職再任用制度について、他の職種にも導入すること。 

(7) 国におけるフレックスタイム制の拡充やテレワークの推進状況から、大阪府における導入につい

て検討するとともに、十分な協議を行うこと。 

(8) 男性の育児参加休暇取得促進のため、管理監督者の意識改革を図ること。 

18．男女がともに働きやすい職場環境の整備とハラスメント（セクシュアルハラスメント、パワーハラ

スメント及びマタニティハラスメント等）の防止について周知及び管理職研修など、実効ある対策を

講じること。 

  また、厚生労働省の指針を踏まえ、妊娠、出産、育児休業・介護休業等の制度等の利用に関する言

動(マタハラ等)によって、職員の勤務環境が害されることがないよう、職員からの相談に応じ、適切

に対応するために必要な体制の整備等を講ずること。 

  併せて、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」

等を踏まえ、防止策について十分な協議を行うこと。 

 

Ⅵ 障がいのある職員への合理的配慮に関すること 

19．障がいのある職員が安心して働き続けられるよう、 改正「障害者雇用促進法」及び「障害者差別

解消法」の「合理的配慮提供義務」を周知するとともに、職場配置及び職場環境・労働条件等の整備

に係る合理的配慮を行うこと。 

 (1) 中途障がいや障がいの症状が悪化した職員に対し、継続して職務を遂行することができるよう万

全の合理的配慮を提供すること。 

(2) 交通用具使用者に係る通勤手当（「身体障がい者」の区分）については、十分に協議すること。 

(3) 採用試験、昇任考査等においては、障がいのある職員に対する配慮を十分に行うこと。 

 

【要望事項】 

各市町村教育委員会へ指導・助言を行うなど、障がいのある教職員が安心して働き続けるこ

とができるよう、小・中学校における職場環境整備を進めること。 

 

Ⅶ 福利厚生に関すること 

20．大阪府職員互助会及び大阪府教職員互助組合等への補助金を復活するなど、職員の福利厚生事業を

拡充すること。 

以  上 


